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　人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての
人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのでき
ない権利です。
　一人ひとりが人権の享有主体であり、互いの人権を尊重することの重要性を正しく理解するとと
もに、自らの権利を行使するに当たっては、その行使に伴う責任を自覚し、自己の人権と同様に他
者の人権をも尊重することが求められます。


人権とは

概要版

　(3)市民・職員意識調査の実施 　(4)指針の期間と見直し

５ 市職員等への教育・啓発

　(1)事業計画の策定と評価 　(2)推進体制の充実

６ 本指針の総合的・効果的な推進

４ それぞれの場における人権教育・人権啓発の方向性
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　人権教育・人権啓発に関する
具体的な施策については、進行
管理調書を作成し、各施策に対
する目標を定め、進行管理と事
業評価を行うことにより、次年
度の事業計画を策定します。
　また、事業評価の基準や方法については「芦屋市
人権教育・人権啓発推進懇話会」にて検討します。
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はこちら↓
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　すべての職員が自らの職務にとどまらず、自身の生活などすべての場面において人権に配慮する姿勢
を常とし、そのことから豊かな人権感覚を身に付け、人権尊重の視点に立って自らの職務に取り組むこ
とができるよう教育・啓発を行います。

　それぞれの日常生活の場において、人権感覚を身に付けることができるよう取り組みます。

　市長を本部長とする「芦屋市人権教育・人権
啓発推進本部」において、人権教育・啓発の総
合的・計画的推進を図るための総合調整を行
い、各部署においては、本指針に掲げた人権課
題の方向性に沿って施策を進めていきます。近
年、人権課題は多様化・複雑化・巧妙化してい
ることから、県や他市等との連絡調整や庁内外
での人権教育・人権啓発に係る情報共有を図る
とともに、相互の連携を強化します。

　定期的に「人権に関する市民意識調査」、「人権に
関する職員意識調査」を実施し、市民や職員が人権
課題に対してどのような認識を持っているのかを把
握し、施策の推進や指針の改定の際の参考としま
す。

　この総合指針の期間を、令和8（2026）年度
から令和12（2030）年度の5年間とします。な
お、人権を取り巻く国内外の動向や社会情勢の
変化に対応して、必要に応じて内容を見直すもの
とします。
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１ 策定にあたって

　本市では、「第5次総合計画」（令和3（2021）
年度）をはじめ、
各種計画と整合性を図りなが
ら、「第4次人権教育・人権啓発に関する総合推進
指針」
に沿って進めた施策に対する検証結果及び
令和6（2024）年度に実施した人権に関する市
民・職員意識調査結果を踏まえ、
市民一人ひとり
が人権を尊重し、自己の人権を守り、他者の人権
にも十分に配慮した行動が取れるようになること
を目的として、
「第5次人権教育・人権啓発に関
する総合推進指針」を策定しました。

●策定の趣旨と目的 ●国際社会と日本における取組

　国際社会においては、「持続可能な開発目標（Ｓ
ＤＧｓ）」が国連において採択され、人や国の不平
等などの課題解決や平和的社会の実現を目指して
います。また、国際的な潮流として、「ビジネスと
人権」に関する要請が高まっています。
　一方、日本においては、インターネット上の誹
謗中傷など違法・有害情報の被害が深刻化してい
るため、令和７（2025）年に「特定電気通信に
よる情報の流通によって発生する権利侵害等への
対処に関する法律（情報流通プラットフォーム対処
法）」が施行されました。

●芦屋市の現状 ※令和6年度「芦屋市人権に関する市民意識調査報告書」より抜粋

34.5%

②芦屋市民の人権意識が5～6年前と比べて
　高くなっていると感じる芦屋市民の比率

※「そう思う」



「どちらかといえば思う」の合計

前回（令和元年度調査）比

＋7.3ポイント

①人権を身近に感じている芦屋市民の比率
※「ひじょうに身近に感じる」



「ある程度身近に感じる」の合計

前々回（平成26年度調査）から

増加傾向
　・前回（令和元年度調査）50.0%
　・前々回（平成26年度調査）35.6%

54.2%

２ 人権教育・人権啓発のための基本的な方向性

　次の３つのポイントを基本として、人権教育・人権啓発を進めていきます。

３ 主な人権課題の現状と方向性

　多様な人権課題について取組を進めていきます。

情報化などに伴う人権侵害 女性の人権 こどもの人権

高齢者の人権 障がいのある人の人権 同和問題（部落差別）

外国にルーツをもつ人の人権 性的マイノリティの人権 感染症患者などの人権

ハンセン病患者・元患者及び家族の人権 犯罪被害者などの人権 刑を終えて出所した人などの人権

　このほか、ひとり親家庭等に関する問題／
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人
権／アイヌの人々の人権／労働者等の人権／
ハラスメントによる人権侵害／ゲノム情報
（遺伝情報）に関する差別や偏見といった、
さまざまな人権課題があります。

　(2)相談・支援体制の確立

○人権問題について市民が容易に相談できるよう、
相談
　しやすい体制づくりと相談窓口の周知を図ります。
○相談内容の多様化に対応するため、関係機関や人権擁
　護委員と連携するとともに、相談に携わる職員の対応
　力の向上を図ります。

　(3)市民や関係機関等との連携強化

○人権に関わる機関・団体や人権擁護委員などと情報共有や連携強化
　を図り、人権教育・人権啓発に取り組みます。
○「芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会」や個別の人権課題に関わ
　る審議会等の意見や助言を人権教育・人権啓発施策に反映します。
○NPOやNGO、ボランティア団体をはじめ、市民が自発的に展開す
　る人権尊重のための活動を行政が支援・協力し、人権尊重の理念の
　全市的な広がりを進めます。

３２

　(1)人権教育・啓発の充実

○学校教育や社会教育を通して、乳幼児から高齢者まで発達段階に応
　じた人権教育・人権啓発を推進し、すべての人々の人権尊重の精神
　を育てます。
○自分の人権を守り、他者の人権を守ろうとする意識を育てます。
○日常生活や社会生活において、人権尊重の文化が行動に結びついて
　いくように、家庭や地域、職場など様々な場での教育、啓発を進め
　ます。

※一部抜粋

具体的な
事業内容は
こちら↓


